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2１．はじめに

 第31回容量市場検討会（2021年4月）において、容量確保契約金額や容量拠出金の支払・請
求に関する運用業務の流れについて、主なポイントをご説明した。

 容量市場では、容量確保契約金額や容量拠出金の受け渡しにおいて消費税の取り扱いがあるとこ
ろ。※消費税の取り扱いについては、容量確保契約約款や制度詳細説明会資料等でも説明を行っている。

 消費税は、2023年10月より新たな制度として、適格請求書等保存方式（いわゆるインボイス制
度）が開始される予定となっている。そのため、2023年10月以降は、市場管理者（広域機関）や
各事業者は容量市場の取引において消費税の新たな制度への対応が必要となる。

 本日は、消費税のインボイス制度の開始にともない、容量市場の請求・交付等の運用業務に関して、
今後想定される対応事項について、ポイントをご説明させていただく。



3２．容量市場における消費税の取り扱いについて

 容量市場の取引では、小売電気事業者等と広域機関との間で取引される容量拠出金は、消費税
の課税対象となる。

 また、広域機関と発電事業者等の容量提供事業者との間で取引される容量確保契約金額も消費
税の課税対象となる。
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＜容量市場の取引のイメージ＞

※経済的ペナルティの取引は消費税の課税の対象となるが、一部、容量確保契約金額を超過する経済的ペナルティ部分については不課税となる



4（参考）容量確保契約約款や、容量市場における税金の取り扱いについての記載例

容量確保契約
約款より

容量市場における税金の取
り扱いについて

（広域機関HP掲載）より



5（参考）制度詳細説明会資料での記載例

容量市場 制度
詳細説明会資料
より



63．消費税のインボイス制度について（仕入税額控除の要件）

適格請求書等保存方式の概要より
（国税庁発行）

適格請求書発行事業者か
らの適格請求書記載の金
額について、消費税の
税額控除が可能。

2023年10月以降、仕入れ税額控除に
適格請求書等の保存が必要となる。

 インボイス制度の開始にともない、各事業者や広域機関は、容量市場の請求・交付で消費税の仕入
税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手から交付を受けた適格請求書（インボイ
ス）等の保存が必要となることが想定される。

 具体的には、消費税の課税取引を行う際に、売り手側（適格請求書登録事業者）は買い手側か
ら求められたときはインボイスを交付し、買い手側は交付をうけたインボイスを用いて消費税の仕入
税額控除の適用を受ける取引の流れが想定されている。



73．消費税のインボイス制度について（適格請求書発行事業者の登録）

 消費税のインボイスに対応した商取引では、事業者は適格請求書発行事業者の登録が必要となる
ことが発信されている。※登録申請の受付は、2021年10月より開始

 また、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、適格請求書発行事業者として登録された
情報（氏名・法人名・登録番号等）を公表している。※適格請求書発行事業者公表サイトは、2021年10月より開始

適格請求書発行事業者の登録申請のスケジュール

適格請求書発行事業者公表サイトの概要

（国税庁資料より）

登録申請の
受付開始済み



83．消費税のインボイス制度について（適格請求書発行事業者の義務）

 2023年10月1日以降に行う課税取引について、適格請求書発行事業者には4つの義務が課され
ることが国税庁のHP等で紹介されている。

①

②

③

④

●適格請求書の交付
取引の相手方の求めに応じて、適格請求書（インボイス）を交付する。

●適格返還請求書の交付
返品や値引きなど、売上に係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する。

●修正した適格請求書の交付
交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を交付する。

●写しの保存
交付した適格請求書の写しを保存する。

＜適格請求書発行事業者に課される義務＞ （国税庁資料より）

事業者登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要となります。
（課税売上高が1,000万円以下の事業者への事業者免税店制度の適用はありません）

※適格請求書発行事業者として登録を行っている間は、課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要となる。



93．消費税のインボイス制度について（適格請求書の記載内容）

 適格請求書には、下記①～⑥の記載が必要となることが、国税庁のHP等で紹介されている。

適格請求書等保存方式の概要より
（国税庁発行）

適格請求書の必要要
件として、①～⑥の記載

が必要となる

⑤の「税率ごとに区分し
た消費税額等」の端数
処理は、一つの適格請
求書につき、税率ごとに
1回ずつとなる。

個々の商品の数
だけ、端数処理
を実施する記載
は認められない

税率毎に区分し
た消費税額の記
載が必要。端数
処理は1回のみ



104．容量市場におけるインボイス制度の対応について
インボイス制度に対応した請求・支払業務のスケジュール

 容量市場の取引は、初回の2020年度実施のメインオークションに対応する支払・請求の主な運用業
務は、2024年度より開始され※、請求額と支払額を算定しながら月次の取引が行われる。
※実需給前に発生する市場退出などに関する精算は別途実施

 2023年10月1日よりインボイス制度が開始されるため、容量市場の取引において、広域機関は適格
請求書発行事業者の登録を進めて、小売電気事業者等が容量拠出金の仕入税額控除を受けるこ
とができるよう、「適格請求書」（インボイス）の発行と帳簿の保存を予定している。

 また、容量提供事業者は、インボイス制度にもとづいた取引にあたり、あらかじめ、インボイス制度に
沿って適格請求書発行事業者の登録等の準備を進めていただくこととなる。

アセス
メント

＜請求・支払のスケジュールのイメージ＞

4月分
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4月分
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実績等の算定データ



11４．容量市場におけるインボイス制度の対応について
インボイス制度対応のために必要な業務フローについて

 容量市場における消費税のインボイス制度対応のために必要な業務フローは、制度の対応にともない
以下の流れ※を想定している。 ※容量確保契約金額が、経済的ペナルティの額より大きいケースを想定したイメージ

①広域機関は、小売電気事業者等に対して容量拠出金の請求に関する適格請求書を発行する。

②小売電気事業者等は、適格請求書の内容に基づき、容量拠出金を支払う。

（小売電気事業者等は、広域機関からの適格請求書を消費税の仕入れ税額控除に使用）

③広域機関は、発電事業者等の容量提供事業者に容量確保契約にもとづき、支払通知書を発行する。

④容量提供事業者は、広域機関から受領した支払通知書の内容に基づき、適格請求書を広域機関へ発行する。

⑤広域機関は、容量提供事業者からの適格請求書受領後、容量確保契約金額の支払いを行う。

（広域機関は、容量提供事業者からの適格請求書を消費税の仕入れ税額控除に使用）

広域機関 容量提供
事業者

③支払通知書

④適格請求書

⑤容量確保契約
金額支払

小売電気
事業者等

①適格請求書

②容量拠出金支払

一般消費者からの
電気料金にかかる消費税の

控除の際に必要

容量市場の取引にかかる
消費税の控除の際に必要



125 ．業務・運用関連の今後の準備や周知等の実施について

容量市場 制度
詳細説明会資
料より

 このあと、広域機関は、適格請求書発行事業者の登録や、容量提供事業者の登録番号の確認方
法等の準備などを進めていく。

 また、容量市場で取引を行う容量提供事業者は、適格請求書発行事業者の登録を行ったうえで、
容量市場の取引を行うにあたり登録番号の通知や適格請求書の発行が求められていく。

 新たに始まる制度のため、容量提供事業者が取引に必要な業務内容については、さらに具体的な手
順等を準備しながら、業務マニュアルや説明会資料等で説明や周知を行い、必要に応じて今後の募
集要綱や約款へ反映を行っていく。また今後も、国税庁のQA等で容量市場の取引に新たに対応が
生じた場合には、引き続き丁寧に説明・周知を行っていく。


